
JP 2018-515599 A 2018.6.14

10

(57)【要約】
　本発明は、ヒトの皮膚に適用されることになる制汗剤
及び／又はデオドラント流体組成物である化粧品組成物
に関し、当該組成物は、アルコール及び油を含まない非
アルミニウムベースの流体組成物であり、必須の防臭剤
として重炭酸ナトリウム又は重炭酸カリウムを含有する
。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒトの皮膚に適用されることになる制汗剤及び／又はデオドラント組成物である流体化
粧品組成物であって、殺菌剤（antiseptic）として油及びアルコールを含まない非アルミ
ニウムベースの組成物であり、以下：
－３．０～５．０重量％のアルカリ金属重炭酸塩；
－０．１～１．０重量％の炭酸ナトリウム、及び
－０．１～３．０重量％の硫酸ナトリウム、
を含有し、
ここで、前記アルカリ金属重炭酸塩、炭酸ナトリウム及び硫酸ナトリウムが水に溶解され
る、組成物。
【請求項２】
　以下：
－４．０～４．８重量％のアルカリ金属重炭酸塩；
－０．３～０．５重量％の炭酸ナトリウム、及び
－０．４～０．８重量％の硫酸ナトリウム、
を含有する、請求項１に記載の流体組成物。
【請求項３】
　前記アルカリ金属重炭酸塩が、重炭酸ナトリウム又は重炭酸カリウムあるいはその混合
物である、請求項１及び２のいずれか一項に記載の流体組成物。
【請求項４】
　保存剤及び増粘剤の少なくとも１つをさらに含有する、請求項１から３のいずれか一項
に記載の流体組成物。
【請求項５】
　以下：
－請求項１から４のいずれか一項に記載の流体組成物、及び
－前記流体組成物を保持するための担体、
を含む、化粧品デオドラント製品。
【請求項６】
　前記担体がスプレー分注容器である、請求項５に記載のデオドラント製品。
【請求項７】
　前記担体がタオレット（towelette）である、請求項５に記載のデオドラント製品。
【請求項８】
　－前記タオレットが、タオレットを包み込むための密閉容器内に配置され；
－ある体積の流体組成物が容器内にあり、そして
－前記タオレットが、容器内にある体積の流体組成物に浸され、かつ、容器内にある流体
組成物の体積の一部又は全部を吸収するように構成されている、
請求項５に記載のデオドラント製品。
【請求項９】
　前記担体が流体アプリケーターである、請求項５に記載のデオドラント製品。
【請求項１０】
　悪臭の防臭（deodorizing）方法であって、請求項１から４のいずれか一項に記載の流
体組成物を悪臭成分に適用することを含む、方法。
【請求項１１】
　悪臭を防臭するための、請求項１から４のいずれか一項に記載の流体組成物の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　技術分野
　本発明は、ヒトの腋窩、足及び身体の臭気等に対して優れた防臭（deodorizing）効果
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を有し、使用後に快適さを与える、流体デオドラント組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　制汗剤は、収斂性の塩、例えばアルミニウム及び亜鉛塩の作用を介して発汗を抑制する
ことによって、腋窩の臭気と闘う。不快な臭気を中和することによるデオドラント機能は
、化学的及び微生物的作用によって汗の一部の成分の、悪臭脂肪酸への分解をもたらす。
【０００３】
　残念なことに、上述のアルミニウム塩は、その長期的な健康への影響について未だ解決
されていない懸念の対象となっている。一部の人々はアルミニウムに対してアレルギー性
であり、アルミニウム含有制汗剤の使用後に接触性皮膚炎を患う可能性がある。一部の報
告は、アルミニウム含有制汗剤を、体内におけるアルミニウムの全身性蓄積と関連付けて
いる。
【０００４】
　腋窩使用のためのアルミニウムを含まないデオドラントを提供するための努力には、合
成抗菌剤を含む製品、例えばトリクロサン（Triclosan）が挙げられるが、当該製品は、
高レベルでは一部のグループにより懸念が引き起こされている。細菌阻害はまた、植物成
分、例えばキハダ樹皮エキス（Phellodendron Amurense Bark Extract）により試みられ
ており、当該成分は汗誘発性臭の阻害を助けるとされている。しかしながら、この目的の
ためにこれまでに使用された合成及び生物由来成分のいずれも、皮膚の刺激を引き起こし
得るか、あるいは、適用領域内の皮膚及び毛髪に対して他の有益な特性を提供することが
できない。
【０００５】
　現在利用可能な製品には限界があるため、アルミニウム化合物又は他の刺激の強い化学
物質に関連して知覚される健康リスクを低減しながら、身体の発汗又は付随した臭気を防
止するのに効果的な、デオドラント及び制汗剤の必要性がある。
【発明の概要】
【０００６】
　発明の概要
　上述及び他の先行技術の欠点を考慮して、健康関連の問題に対する低減されたリスクを
有する十分な防臭／制汗効果を提供する改善された組成物を提供することが、本発明の目
的である。
【０００７】
　従って、本発明の一態様によれば、ヒトの皮膚に適用されることになる制汗剤及び／又
はデオドラント組成物である化粧品組成物であって、殺菌剤（antiseptic）として油及び
アルコールを含まない非アルミニウムベースの組成物であり、以下、約３．０～約５．０
重量％のアルカリ金属重炭酸塩、約０．１～約１．０重量％の炭酸ナトリウム、及び約０
．１～約３．０重量％の硫酸ナトリウムを含有し、ここで、前記アルカリ金属重炭酸塩、
炭酸ナトリウム及び硫酸ナトリウムが水に溶解される、組成物が提供される。
【０００８】
　本明細書で使用される場合、「デオドラント」及び「制汗剤」はいずれも、皮膚の表面
上の発汗及び／又は細菌に関連する望ましくない体臭を直接的又は間接的に低減するのに
有効な組成物をいう。「デオドラント」は、様々な手段によって臭気を低減することがで
き、本発明の様々な実施形態におけるそのような手段には、細菌活性の抑制、抗菌メカニ
ズム、臭気発生メカニズムへの化学的干渉、臭気生成細菌のための飼料の除去又は改変な
どが挙げられる。「制汗剤」は一般的に、汗の産生を減少させる働きがある。デオドラン
トは制汗剤として機能し得るが、デオドラントであるために制汗剤として機能する必要は
ない。限られた制汗効果を有する組成物は必ずしも本発明の範囲外ではないが、本発明の
様々な実施形態の組成物は、一般にデオドラントとして記載することができ、多くの場合
、一般に制汗剤として記載することができる。
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【０００９】
　本発明は、開示された組成物が、特に上述の方法で組み合わされるように選択された場
合、例えば先行技術のアルミニウムベースの防臭組成物と比較して、改善された防臭／制
汗効果を有することになるという認識に基づいている。さらに、汗の流れを妨害又は阻害
するためにアルミニウムベースの組成物を用いる場合のような、皮膚の毛穴の「詰まり」
が生じない。
【００１０】
　水ベースの組成物中では、アルカリ金属重炭酸塩が主な防臭剤として作用する。当該組
成物への炭酸ナトリウムの添加は、さらに防臭／制汗効果を増大する。しかしながら、単
独で炭酸ナトリウムを使用することは、ヒトの皮膚への適用に適していないであろう。さ
らに、硫酸ナトリウムは、本発明によれば、少なくとも部分的に皮膚の保湿に使用される
。従って、本発明に係る防臭成分における使用のために選択される硫酸ナトリウムの量は
、結果として最適な防臭効果を可能にすると同時に、皮膚反応のリスクを最小限に抑える
。
【００１１】
　なぜソーダの重炭酸塩がデオドラントとして作用するのか、という化学的説明は興味深
い。汗は酸性反応、５．２～６．７５のｐＨを有し、それは、汗が含む脂肪酸、又はナト
リウム及びカリウムの酸リン酸塩に起因する。汗はまた、ＮａＣｌ、ＫＣｌ、アルカリ塩
、有機酸及び尿素を含む。微量の不安定な油脂は汗中に分泌され、対応する脂肪酸及びグ
リセリンに加水分解される。遊離脂肪酸が分泌されることがある。これらの酸の多くは揮
発性であり、特有の不快な臭気を有する。これらには、酪酸、蟻酸、カプロン酸及び吉草
酸（valerie acid）が含まれる。以下は、重炭酸ナトリウムが例えば腋窩でデオドラント
として作用する、可能な方法の説明のひとつである。それは、酪酸、カプロン酸及び吉草
酸とのナトリウム塩を形成する。これらのナトリウム塩は、揮発性「悪臭（rancid-smell
ing）」脂肪酸と比較して、臭いが比較的マイルドである。
【００１２】
　好ましい実施形態では、前記組成物は、約４．０～約４．８重量％のアルカリ金属重炭
酸塩、約０．３～約０．５重量％の炭酸ナトリウム、及び約０．４～約０．８重量％の硫
酸ナトリウムを含有する。本発明者は、本組成物が、人体の臭気の低減及び発汗の防止に
驚くほど肯定的な効果を有することを示した。加えて、提案された組成物は、負の方法で
人体に影響を与える、すなわち皮膚反応に関して制限されたリスクをさらに有する。
【００１３】
　前記アルカリ金属重炭酸塩を、重炭酸ナトリウム又は重炭酸カリウムあるいはその混合
物となるように選択することが望ましい。いくつかの例では、重炭酸ナトリウムを使用す
ることが最も好ましい場合がある。
【００１４】
　本発明の可能な実施形態では、前記組成物は、保存剤及び増粘剤の少なくとも１つをさ
らに含有する。保存剤の選択は、人体に関する使用のために大いに関連がある。従って、
一実施形態では、前記組成物は、保存剤及び／又は増粘剤を含有する。本発明の組成物は
比較的高いｐＨレベルを有するので、一般的な種類の保存剤は組成物に適した成分ではな
い。本発明の特定の実施形態では、ｐＨ８．０で及び／又はｐＨ８．０超の範囲内で活性
である保存剤が選択される。さらに、パラベンを含まない保存剤を選択することが好まし
い。組成物が殺菌剤としてアルコールを含まないという本発明に係る定義は、例えば細菌
及び酵母に対して単独で使用される、保存剤に使用される可能なアルコール誘導体、例え
ばフェノキシエタノールを含まないことが、さらに理解されるべきである。記載のように
、組成物と共に増粘剤を含むことが可能な場合もある。しかしながら、組成物がどのよう
に人体に塗布及び／又は分配されるかによっては、増粘剤の使用が許容される場合もある
。
【００１５】
　そのようなものとして、一実施形態では、上述の組成物、及び前記組成物を保持するた
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めの担体、を含む、化粧品デオドラント製品が提供される。一実施形態では、前記担体は
、加圧されるか又はポンプ機能を使用する、スプレー分注容器であってもよい。
【００１６】
　別の実施形態では、前記担体は、タオレット（towelette）であるように選択される。
前記タオレットは、そのような実施形態では、タオレットを包み込む密閉容器内に配置さ
れてもよく、ここで、流体組成物の体積が容器内にあり、そして、前記タオレットが、容
器内にある流体組成物の体積に浸され、かつ、容器内にある流体組成物の体積の一部又は
全部を吸収することになる。
【００１７】
　さらに別の実施形態では、前記担体は流体アプリケーター、例えばロールオン容器であ
る。ロールオン容器の種類に応じて、上述の増粘剤も含むように準備することが望ましい
場合がある。しかしながら、本発明の特定の実施形態では、前記流体アプリケーターはＤ
ａｂ－Ｏ－Ｍａｔｉｃ流体容器である。Ｄａｂ－Ｏ－Ｍａｔｉｃ流体容器は、組成物と共
に増粘剤を使用する必要性を取り除く。Ｄａｂ－Ｏ－Ｍａｔｉｃ流体容器は、密封キャッ
プの下に配置された繊維部分の使用に基づく。線維部分に（小さな）圧力を加えると、（
小）量の組成物が放出され、皮膚に対して拭き取られることになる。増粘剤使用の必要性
を取り除くことは、いくつかの例では有利な場合があり、いくつかの増粘剤は一部の人々
に皮膚刺激性であり得る。
【００１８】
　任意の好適な担体が、皮膚上に本発明の組成物を施用するために使用され得ることを理
解すべきである。本発明に係る組成物は、任意の好適な形態、例えば粘性ヒドロゲル、実
質的に固体のゲル、スプレー（エアロゾルまたはポンプを使用する）、ローション、粉末
、懸濁液、ワイプ、泡などで提供されてもよい。活性成分の送達は任意の既知の方法によ
って、例えば噴霧、拭き取り、押し出し、注入、すすぎ、指での塗布など、及びそれらの
組み合わせとすることができる。
【００１９】
　本発明のさらなる態様によれば、上記の組成物を適用することを含む、悪臭の防臭方法
が提供される。本発明のこの態様は、本発明の先の態様に関連して上記と同様の利点を提
供する。
【００２０】
　本発明のさらなる態様によれば、悪臭を防臭するための、上記の組成物の使用が提供さ
れる。本発明のこの態様も、本発明の先の態様に関連して上記と同様の利点を提供する。
【００２１】
　要約すると、本発明は一般に、ヒトの皮膚に適用されることになる制汗剤及び／又はデ
オドラント組成物である化粧品組成物に関し、前記組成物は、アルコール及び油を含まな
い非アルミニウムベースの組成物であり、必須の防臭剤として重炭酸ナトリウム又は重炭
酸カリウムを含有する。
【００２２】
　本発明のさらなる特徴及び利点は、添付の請求項及び以下の説明を検討することで明ら
かになるであろう。当業者は、本発明の範囲を逸脱することなく、本発明の異なる特徴を
組み合わせて、以下に記載の実施形態以外の実施形態を作り出すことができることを理解
する。
【００２３】
　図面の簡単な説明
　特定の特徴及び利点を含む本発明の様々な態様は、以下の詳細な説明及び添付の図面か
ら容易に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明に係る流体化粧品組成物の調製工程を示すフローチャートである
。
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【図２】図２は、本発明の特定の実施形態に係る化粧品組成物を含む、エアロゾル分注用
の構成を示す。
【図３】図３は、本発明の特定の実施形態に係る密閉容器内に配置されたタオレットを示
す。
【図４】図４は、本発明の現在好ましい実施形態に係る組成物を保持するための流体アプ
リケーターを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　詳細な説明
　以後、添付の図面を参照して本発明をより詳細に説明することになり、ここでは、本発
明の現在好ましい実施形態を示す。しかしながら、本発明は多くの異なった形態で実施す
ることができ、本明細書に記載の実施形態に限定されるものと解釈すべきではない；むし
ろ、これらの実施形態は完璧性及び完全性のために提供され、本発明の範囲を当業者に十
分に伝える。同様の参照符号は、同様の要素を参照する。
【００２６】
　図面及び特に図１を参照すると、本発明に係る流体化粧品組成物の調製工程を示すフロ
ーチャートがある。本発明の流体化粧品組成物の例示的な非限定的調製では、４５ｋｇの
重炭酸ナトリウム、４ｋｇの炭酸ナトリウム及び６ｋｇの硫酸ナトリウムと共に１０００
リットルの体積の水が提供される（１００）。水を加熱し（１０２）、そして組成物の「
乾燥成分」（すなわち重炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム及び硫酸ナトリウム）を、水中
で撹拌により（１０６）、混合／溶解する（１０４）。乾燥成分の全ての内容物を水に完
全に溶解させることが望ましい。
【００２７】
　この段階でｐＨレベルを制御し、次いで、特にｐＨ８．０を含むｐＨ範囲内で活性であ
るように選択された、上記の保存剤を導入することが望ましい。任意に、流体化粧品組成
物のための分配包装の選択に応じて、増粘剤を導入することが可能な場合もある。
【００２８】
　最終工程では、本発明の流体化粧品組成物のための冷却期間に続いて、図２～４に関連
して以下でさらに論じることになるように、選択された包装容器中に、流体化粧品組成物
を調製する（１０８）。
【００２９】
　図２は、ヒトの皮膚に適用されることになる本発明の組成物を保持するための、例示的
なエアロゾル分注構成を示す（２００）。エアロゾル分注構成（２００）は、例えばプラ
スチック製の容器（２０２）を含む。その他の好適な材料、例えば金属も選択され得る。
図示された実施形態では、容器（２０２）は、ディスペンディングキャップ（dispending
 cap）（２０４）を含む、シリンダーの形態を有することを示す。容器（２００）は、容
器から組成物を取り出すためにポンプ機能を使用してもよく、又は、別の実施形態では、
推進剤（propellant）を使用してもよい。推進剤は、例えば、好ましくは炭化水素及びハ
ロゲン化炭化水素並びにそれらの混合物からなる群から選択される、液化された通常はガ
ス状の（normally-gaseous）媒体であってもよい。使用中に、ディスペンディングキャッ
プ（２０４）が作動され、ノズル（２０６）は組成物のエアロゾルを形成することになり
、ここで、当該エアロゾルがヒトの皮膚に接触することが可能になる。
【００３０】
　図３では、使用前に、包装（３０４）の内側に配置されている、折り畳まれたタオレッ
ト（３０２）を含むデオドラントタオレット構成（３００）が図示される。包装（４０４
）は、いくつかの実施形態では、アルミニウム箔を含み得るが、プラスチック及び／又は
紙製でもあり得る。タオレット（３０２）は、本発明の組成物に浸されることになる。密
閉包装（３０４）によって、デオドラントタオレット構成（３００）は、使用に必要とさ
れるまで長期間保存することが可能になる。使用時に、密閉包装（３０４）は破られ、タ
オレット（３０２）は典型的には広げられ、そしてヒトの皮膚を拭き取る。
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【００３１】
　図４は、ヒトの皮膚への適用のための本発明の組成物を保持するための、流体アプリケ
ーター（４００）を図示する。流体アプリケーター（４００）は、容器（４０２）及び分
配キャップ（４０４）を含む。分配キャップ（４０４）は容器（４０２）に取り付けられ
、そして、流体アプリケーション（４００）の非使用時に、分配キャップ（４０４）は、
本発明に係る流体組成物の望ましくない流体放出に対する密閉を提供する。
【００３２】
　分配キャップ（４０４）は、複数の突起（４０８）及びスロット（４１０）を備えた、
柔軟な隔壁（４０６）を含む。隔壁（４０６）及び／又は突起（４０８）に対する圧力は
流体通路を開き、従って、本発明に係る流体組成物が、ヒトの皮膚への適用のために、容
器（４０２）からスロット（４１０）を通過することができる。
【００３３】
　本発明の態様又はその実施形態の要素を導入する場合、冠詞「ａ」「ａｎ」「ｔｈｅ」
及び「前記」は、１つ又は複数の要素が存在することを意味することを意図し、従って、
文脈がそうでないことを明確に指示しない限り、複数の指示対象を含み得る。用語「含む
（comprising）」「含む（including）」及び「有する（having）」は、包括的であるこ
とを意図し、かつ列挙された要素以外の追加の要素が存在し得ることを意味する。
【００３４】
　本発明の態様を詳細に説明してきたが、添付の特許請求の範囲に定義された本発明の態
様の範囲から逸脱することなく、修正及び変形が可能であることは明らかであろう。様々
な変更が、本発明の態様の範囲から逸脱することなく、上記組成物、製品、及び方法に成
され得るので、上記説明における全ての事項は例示的なものであり、限定的な意味ではな
いと解釈されるものであることを意図する。
【００３５】
　さらに、開示された実施形態への変形は、図面、本開示、及び添付の特許請求の範囲の
研究から、特許請求の範囲に記載の発明を実施する際に当業者によって理解及び達成され
得る。
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